
日中再生説話比較研究（劉成竜） 

 (1) 

日
中
再
生
説
話
比
較
研
究 

―
「
死
生
簿
」
と
再
生
と
の
関
連
性
を
中
心
と
し
て 

― 

劉 

成 

竜 

A
bstract 

S
tem

m
ing from

 the notion that the search for rebirth has an effect on 

literary w
orks, the rebirth story (S

A
IS

E
I S

E
T

U
W

A
) has com

e into 

being. T
here are m

any stories that confirm
 the existence of the "death 

book," questioning w
hether people really die. In the C

hinese classical 

rebirth story of S
ix D

ynasties, the contents of the 
"death book" can be 

confirm
ed 

and 
categorized 

as 
" 

H
um

an 
rem

ains," 
"D

escriptions 
of 

nam
es 

and 
hom

etow
ns," 

"W
hether 

nam
es 

are 
entered 

or 
not," 

and 

"U
nknow

n." A
lso, since the founding of the T

ang D
ynasty, the content 

of the "death book" in S
ix D

ynasties poetry is based on the rebirth 

doctrine and introduces B
uddhist elem

ents to establish a new
 basis for 

"prostration and offerings for blessings." E
lem

ents of "prostration and 

offerings for blessings" to achieve rebirth are com
m

on in C
hina and 

Japan, but there are also differences in the application of the "death 

book." L
astly, the Japanese rebirth story, based on the Jizo bodhisattva 

doctrine of the H
eian period, is com

pletely different from
 the C

hinese 

use of the "death book." Jizo B
odhisattva dom

inates the "death book" 

w
ith pictorial depictions for people. 

 

キ
ー
ワ
ー
ド
…
…
日
中
再
生
説
話 

死
生
簿 

今
昔
物
語
集 

地
蔵 

 

は
じ
め
に 

 

死
は
人
が
生
ま
れ
た
と
き
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
人
々
は
そ
の
運
命
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
懸
命
に
も
が
き
、
再
生
を
求
め
続

け
て
い
る
。
そ
の
思
い
は
文
学
作
品
に
も
影
響
を
与
え
、
伝
説
や
逸
話
が
多

く
残
さ
れ
て
き
た
。
再
生
説
話
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ

ま
で
中
国
の
六
朝
・
唐
の
古
小
説
集
、
及
び
日
本
の
中
古
・
中
世
を
代
表
す

る
説
話
集
に
収
め
ら
れ
た
再
生
説
話
を
研
究
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
今
回
特

に
注
目
し
た
い
の
は
、
冥
界
に
て
死
生
の
判
断
を
下
す
者
が
、
如
何
な
る
理

由
に
基
づ
い
て
死
者
を
生
き
返
ら
せ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
中
国
の

六
朝
時
代
に
は
、
舒
礼
と
い
う
人
物
に
関
す
る
話
が
存
在
し
て
い
た
（
出
『
幽

明
錄
』
、『
古
小
說
鉤
沈
』
所
収
）
。
晋
の
永
昌
元
年
（
三
二
二
）
に
、
舒
礼
と

い
う
巫
師
が
病
気
で
死
ん
だ
の
ち
、
土
地
神
に
連
れ
ら
れ
て
太
山
に
行
き
、

そ
こ
で
三
万
六
千
の
神
に
仕
え
て
殺
生
し
た
罪
で
、
鉄
の
叉
で
刺
さ
れ
て
火

に
炙
ら
れ
る
罰
を
受
け
る
。
そ
の
後
、
府
君
が
主
者
に
「
禄
籍
」
を
確
か
め

さ
せ
た
と
こ
ろ
、
余
命
が
八
年
残
っ
て
い
た
た
め
、
二
度
と
殺
生
し
な
い
よ

う
に
と
告
げ
ら
れ
て
再
生
し
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
る
「
禄

籍
」
は
、
再
生
可
否
の
判
断
材
料
と
し
て
、
再
生
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
が
窺
え
る
。
実
際
、
再
生
説
話
を
調
査
す
る
中
で
、
舒
礼
の
話
の
よ
う
に

何
ら
か
の
文
書
を
確
認
し
、
当
人
が
本
当
に
死
ぬ
べ
き
か
否
か
を
判
断
す
る
、
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と
い
う
話
は
多
く
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
文
書
に
は
人
の
寿
命
だ
け
で
な

く
、
福
業
な
ど
も
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
根
拠
に
し
て
再
生
さ
せ
る
か

ど
う
か
を
決
定
す
る
話
も
多
数
存
在
す
る
。
こ
の
文
書
を
め
ぐ
っ
て
は
、
各

話
の
本
文
中
に
、
「
生
録
」
「
籍
」
「
簿
」
「
文
」
な
ど
、
様
々
な
用
語
が
見
ら

れ
る
が
、
本
稿
で
は
す
べ
て
「
死
生
簿
」
と
称
す
る
。 

中
国
古
小
説
に
お
け
る
「
死
生
簿
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
い
く
つ

か
挙
げ
ら
れ
る
が
（
１
）
、
日
中
説
話
に
お
け
る
「
死
生
簿
」
の
比
較
を
主
と

し
た
研
究
は
管
見
の
限
り
見
ら
れ
な
い
。「
死
生
簿
」
の
記
載
内
容
に
基
づ
き

死
者
を
再
生
さ
せ
る
話
の
中
で
、「
死
生
簿
」
自
体
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ

る
の
か
、
こ
の
「
死
生
簿
」
に
記
載
さ
れ
る
内
容
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す

る
の
か
、
さ
ら
に
は
、
収
集
し
た
用
例
に
基
づ
い
て
、
日
中
再
生
説
話
に
お

け
る
「
死
生
簿
」
の
共
通
点
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
、
日
中
再
生
説
話
の

比
較
検
討
を
行
い
た
い
。
考
察
対
象
範
囲
は
、
中
国
の
資
料
と
し
て
『
太
平

広
記
』
及
び
六
朝
・
唐
の
古
小
説
集
、
ま
た
日
本
の
資
料
は
中
古
・
中
世
を

代
表
す
る
説
話
集
と
い
え
る
『
日
本
霊
異
記
』
『
今
昔
物
語
集
』
『
宇
治
拾
遺

物
語
』
に
収
め
ら
れ
た
再
生
説
話
を
中
心
に
分
析
を
行
う
（
２
）
。 

 

な
お
、「
死
生
簿
」
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
説
話
は
多
数
存
在
す
る
が
、
本

論
文
で
は
、「
死
生
簿
」
が
判
断
基
準
と
な
っ
て
再
生
を
遂
げ
た
説
話
を
中
心

に
考
察
を
進
め
る
た
め
、
再
生
説
話
の
範
疇
に
属
さ
な
い
話
や
再
生
人
物
と

の
関
係
性
が
見
ら
れ
な
い
話
は
除
外
す
る
（
３
）
。 

 

一
、
「
死
生
簿
」
の
記
載
内
容
に
基
づ
く
六
朝
時
代
の
再
生
譚 

 

ま
ず
は
、
中
国
の
再
生
説
話
に
基
づ
い
て
、「
死
生
簿
」
に
書
か
れ
た
内
容

を
確
認
す
る
。
そ
も
そ
も
、
寿
命
を
記
録
す
る
「
死
生
簿
」
が
冥
界
に
存
在

す
る
、
と
い
う
考
え
は
、
す
で
に
漢
代
か
ら
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
４
）
。

再
生
説
話
が
多
く
撰
せ
ら
れ
た
六
朝
時
代
に
は
、「
死
生
簿
」
が
冥
界
と
い
う

巨
大
な
官
僚
組
織
に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
、
人
の
生
死
を
管
理
し
た
、
と
考
え

ら
れ
て
い
た
（
５
）
。
従
っ
て
、
死
後
冥
界
に
連
れ
ら
れ
て
、
冥
界
の
人
が
「
死

生
簿
」
を
確
認
し
た
後
に
、
そ
の
記
載
内
容
を
根
拠
に
し
て
当
人
を
再
生
さ

せ
る
か
ど
う
か
決
め
る
、
と
い
う
展
開
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
再

生
の
可
否
判
断
材
料
と
な
る
「
死
生
簿
」
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
、
大
き
く

四
類
型
に
分
類
し
、
順
次
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

 

１ 

寿
命
残
余 

 

「
死
生
簿
」
に
は
、
具
体
的
な
寿
命
年
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、

冥
界
の
主
事
者
が
死
者
の
寿
命
と
照
合
し
、
再
生
を
判
断
す
る
話
が
多
数
存

在
す
る
。
「
趙
泰
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
①
「
趙
泰
」
（
出
『
幽
明
錄
』
、
『
古
小
說
鉤
沈
』
所
収
） 

使
開
縢
檢
年
紀
之
籍
。
云
、「
有
算
三
十
年
。
橫
爲
惡
鬼
所
取
。
今
遣
還

家
。
」 

（
縢
を
開
き
年
紀
の
籍
を
検
べ
し
む
。
云
ふ
、「
算
三
十
年
有
り
。
横
げ

て
悪
鬼
の
取
る
所
と
為
る
。
今
家
に
還
ら
し
め
ん
。
」
と
。
） 
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こ
れ
は
、
趙
泰
と
い
う
者
が
地
獄
巡
り
を
体
験
し
た
後
に
、
冥
界
の
主
事

者
か
ら
「
死
生
簿
」
の
確
認
を
受
け
、
再
生
の
可
否
を
判
定
さ
れ
る
場
面
で

あ
る
。
傍
線
部
分
（
再
生
根
拠
の
記
述
、
以
下
同
）
で
は
、「
死
生
簿
」
と
照

ら
し
合
わ
せ
た
結
果
、
三
十
年
の
寿
命
が
残
っ
て
い
る
と
判
明
し
て
お
り
、

波
線
部
分
（
再
生
決
定
の
記
述
、
以
下
同
）
で
は
、
生
き
返
る
こ
と
が
許
さ

れ
た
と
確
認
で
き
る
。
た
だ
何
の
理
由
や
根
拠
も
な
く
死
者
を
生
還
さ
せ
る

よ
り
、
冥
界
で
管
理
さ
れ
て
い
る
「
死
生
簿
」
に
基
づ
く
再
生
譚
の
方
が
、

よ
り
合
理
的
だ
と
い
え
る
。 

 

２ 

名
前
・
出
身
地 

 

同
名
の
人
違
い
に
よ
っ
て
冥
界
に
召
さ
れ
る
話
も
よ
く
見
ら
れ
る
。
そ
し

て
人
違
い
に
気
付
く
手
が
か
り
が
、「
死
生
簿
」
と
の
照
合
で
あ
り
、
例
え
ば
、

「
賈
偶
」
に
は
以
下
の
話
が
見
ら
れ
る
。 

 

②
「
賈
偶
」
（
『
太
平
廣
記
』
卷
三
百
八
十
六 

出
『
搜
神
記
』
） 

漢
建
安
中
、
南
陽
賈
偶
字
文
合
、
得
病
而
亡
。
時
有
吏
將
詣
太
山
。
司

命
閱
簿
、
謂
吏
曰
、
「
當
召
某
郡
文
合
、
何
以
召
此
人
。
可
速
遣
之
。
」 

（
漢
の
建
安
中
、
南
陽
の
賈
偶
字
は
文
合
、
病
を
得
て
亡
す
。
時
に
吏

有
り
将
ゐ
て
太
山
に
詣
る
。
司
命
簿
を
閲
し
、
吏
に
謂
ひ
て
曰
く
、「
当

に
某
郡
の
文
合
を
召
す
べ
き
も
、
何
を
以
て
か
此
の
人
を
召
す
。
速
や

か
に
之
を
遣
る
べ
し
。
」
と
。
） 

 

こ
こ
で
は
、「
死
生
簿
」
に
名
前
と
出
身
地
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
名
前

に
よ
っ
て
死
者
の
本
人
確
認
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
名
前
の

確
認
だ
け
で
人
を
召
し
た
こ
と
に
よ
り
、
全
く
の
別
人
を
冥
界
に
連
れ
て
き

て
し
ま
う
。
名
前
だ
け
に
頼
り
、
出
身
地
の
確
認
を
怠
っ
た
た
め
、
ま
だ
死

ぬ
べ
き
で
な
い
南
陽
の
文
合
を
冥
界
に
連
れ
て
き
て
し
ま
っ
た
。
幸
い
に
寿

命
を
司
る
立
場
に
あ
る
司
命
が
「
死
生
簿
」
を
調
べ
た
こ
と
で
、
文
合
は
す

ぐ
に
再
生
を
果
た
す
が
、
連
行
す
る
冥
界
の
役
人
の
ず
さ
ん
な
仕
事
ぶ
り
が

窺
え
る
と
同
時
に
、
物
的
証
拠
と
も
い
え
る
「
死
生
簿
」
の
重
要
性
が
示
さ

れ
た
一
例
で
も
あ
る
。 

 

３ 

名
前
の
加
筆 

 

「
死
生
簿
」
に
す
で
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
照
合
す
る
だ
け
で
な
く
、

新
た
に
名
前
を
「
死
生
簿
」
に
追
加
す
る
こ
と
で
生
き
返
る
話
も
存
在
す
る
。

再
生
す
る
者
の
名
前
を
「
死
生
簿
」
に
書
き
加
え
る
例
と
し
て
は
、『
列
異
伝
』

の
「
蔡
支
妻
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 
③
「
蔡
支
妻
」
（
『
太
平
廣
記
』 

卷
三
百
七
十
五 

出
『
列
異
傳
』
） 

 
 

帝
卽
命
戶
曹
尙
書
勑
司
命
、
輟
蔡
支
婦
籍
於
生
錄
中
、
遂
命
與
支
相
隨

而
去
。 

 
 

（
帝
即
ち
戸
曹
尚
書
に
命
じ
て
司
命
に
勑
し
、
蔡
支
の
婦
の
籍
を
生
録

の
中
に
輟
ら
し
め
、
遂
に
命
じ
て
支
と
相
随
ひ
て
去
ら
し
む
。
） 

 



現代社会文化研究 No.69 2019 年 11 月 

 (4) 

蔡
支
と
い
う
者
は
、
太
守
へ
の
手
紙
を
届
け
る
途
中
で
道
に
迷
っ
て
泰
山

の
神
に
出
会
い
、
さ
ら
に
外
孫
で
あ
る
天
帝
に
手
紙
を
渡
し
て
く
れ
と
依
頼

さ
れ
る
。
そ
の
後
、
天
帝
の
所
に
至
り
手
紙
を
渡
す
と
、
そ
の
お
礼
と
し
て

天
帝
は
、
蔡
支
の
妻
の
名
を
「
生
録
」
に
書
き
入
れ
さ
せ
、
蔡
支
と
と
も
に

妻
を
現
世
に
帰
ら
せ
る
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
生
録
」

と
は
、
恐
ら
く
生
き
て
い
る
人
や
生
き
返
る
べ
き
人
の
名
簿
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
通
常
、
人
の
寿
命
は
生
ま
れ
た
時
に
す
で
に
決
ま
っ
て
い
て
、
余
程
の

こ
と
が
な
け
れ
ば
「
死
生
簿
」
に
書
か
れ
た
寿
命
の
ま
ま
一
生
を
終
え
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、「
蔡
支
妻
」
の
話
で
は
、
天
帝
に
手
紙
を
届
け
た
お
礼

と
し
て
、
「
生
録
」
に
名
が
記
さ
れ
、
生
還
し
て
い
る
。 

 

４ 

不
明 

 

ま
た
、「
死
生
簿
」
の
記
載
内
容
を
確
認
す
る
描
写
は
あ
る
も
の
の
、
具
体

的
な
根
拠
が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
再
生
す
る
、
と
い
う
話
も
存
在
す
る
。『
幽
明

録
』
の
「
陳
良
」
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

④
「
陳
良
」
（
『
太
平
廣
記
』 

卷
三
百
七
十
八 

出
『
幽
明
錄
』
） 

見
一
老
人
、
執
朱
筆
、
點
校
籍
。
赤
幘
人
言
曰
、「
向
下
土
有
一
人
、
姓

陳
名
良
、
遊
魂
而
已
。
未
有
統
攝
、
是
以
將
來
。
」
校
籍
者
曰
、
「
可
令

便
去
。
」 

（
一
の
老
人
の
、
朱
筆
を
執
り
て
、
籍
を
点
校
す
る
を
見
る
。
赤
幘
の

人
言
ひ
て
曰
く
、「
向
に
下
土
に
一
人
有
り
、
姓
は
陳
名
は
良
、
遊
魂
な

る
の
み
。
未
だ
統
摂
有
ら
ざ
れ
ば
、
是
を
以
て
将
ゐ
来
た
る
。
」
と
。
籍

を
校
す
る
者
曰
く
、
「
便
ち
去
ら
し
む
べ
し
。
」
と
。
） 

 

こ
こ
で
は
、
老
人
が
「
籍
」
を
確
認
し
て
、
陳
良
を
生
き
返
ら
せ
て
い
る
。

「
死
生
簿
」
を
調
べ
た
も
の
の
、
特
に
確
認
内
容
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
不
明
に
分
類
し
た
（
６
）
。 

 

右
の
四
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
六
朝
時
代
に
お
い
て
、「
死
生
簿
」
を
確

認
し
、
そ
の
記
載
内
容
に
基
づ
い
て
再
生
を
果
た
す
、
と
い
う
説
話
構
造
が

共
通
し
て
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
現
実
世
界
に
お
い
て
も
同
様
に
、

罪
人
の
刑
罰
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
罪
人
の
行
状
調
書
を
確
認
し
た

り
、
法
律
文
書
を
参
照
し
た
り
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。「
死
生
簿
」
の

存
在
も
、
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
再
生
説
話
中
の
「
死

生
簿
」
に
記
さ
れ
る
再
生
根
拠
に
関
し
て
は
、
左
に
挙
げ
た
表
一
「
中
国
再

生
説
話
の
『
死
生
簿
』
に
記
さ
れ
る
根
拠
一
覧
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。 
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二
、
「
死
生
簿
」
の
「
福
業
行
為
」
に
基
づ
く
唐
代
の
再
生
譚 

 

こ
こ
ま
で
、
六
朝
時
代
の
再
生
説
話
を
通
し
て
、
多
様
な
「
死
生
簿
」
の

記
載
内
容
に
基
づ
く
死
者
再
生
の
話
を
見
て
き
た
が
、
唐
代
に
入
る
と
先
の

四
種
類
の
根
拠
以
外
に
、
新
た
な
根
拠
を
記
載
す
る
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
と
こ
ろ
で
、「
死
生
簿
」
に
記
載
さ
れ
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
澤
田
瑞

穂
氏
に
以
下
の
よ
う
な
見
解
が
見
ら
れ
る
（
７
）
。 

 

人
間
個
々
の
年
寿
や
生
涯
の
官
職
地
位
は
、
そ
の
出
生
と
同
時
に
冥
界

の
禄
命
簿
―
泰
山
で
は
金
の
篋
に
蔵
せ
ら
れ
た
玉
策
（
巻
物
）
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
人
名
下
に
記
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
人
間
の
恣
意
で
は
変

改
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
禄
名
簿
を
保
管
す

る
最
高
の
責
任
者
が
泰
山
神
す
な
わ
ち
後
世
に
い
う
泰
山
府
君
で
あ
り

東
嶽
大
帝
で
あ
る
。 

 

泰
山
府
君
の
保
管
す
る
「
死
生
簿
」
に
は
、
年
寿
や
官
職
が
記
載
さ
れ
て

い
る
た
め
、
再
生
の
可
否
判
断
に
あ
た
っ
て
照
合
す
る
際
に
も
、
寿
命
の
有

無
や
名
前
、
出
身
地
な
ど
が
確
認
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
六
朝
時
代
も

後
期
に
な
る
と
、
仏
教
の
思
想
が
広
が
り
、
古
来
泰
山
府
君
が
管
理
し
て
い

た
「
死
生
簿
」
に
も
仏
教
的
要
素
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
念

仏
や
写
経
に
代
表
さ
れ
る
仏
教
上
の
「
福
業
行
為
」
が
再
生
根
拠
と
な
る
話

は
、
六
朝
時
代
の
再
生
説
話
に
お
い
て
一
例
も
存
在
し
な
い
。
六
朝
時
代
の

も
の
と
し
て
、『
冥
祥
記
』
所
収
の
「
陳
安
居
」
と
い
う
話
に
、
冥
界
の
役
人

再生根拠 話名 出典 関連箇所
石長和 『冥祥記』 審案石君籙、勿謬濫也。主者按籙、餘三十年。
趙泰 『幽明錄』 使開縢檢年紀之籍。云、「有算三十年。橫爲惡鬼所取。今遣還家。」
舒禮 『幽明錄』 校祿籍、餘算八年。
康阿得 『幽明錄』 見持一卷書伏地案之、其字甚細、曰、「餘算三十五年。」
徐玄方女 『法苑珠林』 案生錄、當年八十餘。
法慶 『兩京記』 便檢文簿、云、「慶食盡、命未盡。」
吳全素 『玄怪錄』 乃命取吳郡戶籍到、檢得吳全素、元和十三年明經出身、其後三年卒、亦無官祿。

崔君 『宣室志』
卽招按掾、出崔君籍。…「崔君餘位五任、餘壽十五年。今上帝有命、折壽十三年、
盡奪其官。」

賈偶 『搜神記』 時有吏將詣太山。司命閱簿。謂吏曰、「當召某郡文合、何以召此人。」
齊士望 『法苑珠林』 勘簿云、「與合死者同姓字。然未合卽死。」
韋延之 『廣異記』 傳語放韋司馬去、遣追韋冰。須臾、綠衫吏把案來、呵追吏、何故錯追他人。
蔡支妻 『列異傳』 司命輟蔡支婦籍於生錄中。
王翰 『酉陽雜俎』 爾今名未係死籍、猶可以免、爲作何功德。

陳良 『幽明錄』
見一老人、執朱筆、點校籍。赤幘人言曰、「向下土有一人姓陳名良、遊魂而已。未
有統攝、是以將來。」校籍者曰、「可令便去。」

任義方 『法苑珠林』 王檢其案、謂吏曰、「未合卽死、何因錯追。」
李太尉軍士 『定命錄』 點籍姓名而過。便云、「不合來。」
張汶 『宣室志』 於是命案掾出汶之籍。頃聞案掾稱曰、「張汶未死、願遣之。」
許生 『玉堂閑話』 主吏按其簿曰、「此人乃誤追之矣。」

李虛 『紀聞』
于是吏檢善簿至、唯一紙、因讀曰、「去歲敕拆佛堂、新息一縣獨全、合折一生中
罪。延年三十、仍生善道。」言畢、罪簿軸中火出、焚燒之盡。

梅先 『兩京記』
先答曰、「唯持經念佛而已。」王曰、「此善君能行之、冥冥之福、不可虛耳。」令檢先
簿、喜曰、「君尙未合死。今放却生、宜崇本業也。」

劉摩兒 『冥報拾遺』 乃索簿勘、見簿曰、「其人合死不虛。」側注云、「受戒布施福助、更合延壽。」

孟知儉 『朝野僉載』
儉曰、「一生誦多心經及高王經、雖不記數、亦三四萬遍。」重檢、獲之、遂還。吏
問、「欲知官乎。」曰、「甚要。」遂以簿示之。

その他 周頌 『廣異記』 「…未常非理受財。」王令檢簿。檢訖、云、「甚善甚善。旣無勾當、卽宜還家。」

不明

表一　中国再生説話の「死生簿」に記される根拠一覧（執筆者作成）

寿命残余

名前・出身地

福業行為

名前の加筆
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が
死
者
に
対
し
て
「
諸
罪
簿
」
に
記
載
さ
れ
た
罪
を
読
み
あ
げ
て
裁
決
を
行

う
中
、
陳
安
居
だ
け
は
府
君
か
ら
大
徳
の
あ
る
人
と
評
価
さ
れ
て
「
諸
罪
簿
」

に
よ
ら
ず
現
世
に
帰
還
す
る
、
と
い
う
「
福
業
行
為
」
に
関
わ
る
記
述
が
見

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
話
に
は
「
死
生
簿
」
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
唐
代

に
な
っ
て
は
じ
め
て
「
死
生
簿
」
に
記
載
さ
れ
た
「
福
業
行
為
」
に
基
づ
き
、

死
者
の
再
生
を
許
可
す
る
話
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
仏
教
関
連
説

話
に
多
く
見
ら
れ
る
。
時
代
の
変
化
に
伴
い
、「
死
生
簿
」
の
内
容
や
役
割
は

ど
の
よ
う
に
移
り
変
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
唐
代
の
例
と
し
て
「
梅
先
」

の
話
を
見
る
こ
と
と
す
る
。 

 

⑤
「
梅
先
」
（
『
太
平
廣
記
』 

卷
三
百
七
十
九 

出
『
廣
異
記
』
） 

王
問
、「
君
在
生
復
有
何
業
。
」
先
答
曰
、「
唯
持
經
念
佛
而
已
。
」
王
曰
、

「
此
善
君
能
行
之
、
冥
冥
之
福
、
不
可
虛
耳
。
」
令
檢
先
簿
、
喜
曰
、「
君

尙
未
合
死
、
今
放
却
生
。
宜
崇
本
業
也
。
」 

（
王
問
ふ
、
「
君
生
に
在
り
て
復
た
何
の
業
か
有
る
。
」
と
。
先
答
へ
て

曰
く
、「
唯
だ
経
を
持
し
仏
を
念
ず
る
の
み
。
」
と
。
王
曰
く
、「
此
の
善

君
能
く
之
を
行
は
ば
、
冥
冥
の
福
、
虚
し
か
る
べ
か
ら
ざ
る
の
み
。
」
と
。

先
の
簿
を
検
べ
し
め
、
喜
び
て
曰
く
、「
君
尚
ほ
未
だ
合
に
死
す
べ
か
ら

ざ
れ
ば
、
今
放
ち
生
に
却
ら
し
む
。
宜
し
く
本
業
を
崇
ぶ
べ
き
な
り
。
」

と
。
） 

 

こ
こ
で
は
、
梅
先
と
い
う
人
が
、
常
に
仏
典
を
携
え
念
仏
を
唱
え
る
と
い

う
生
前
の
善
行
に
よ
り
、
現
世
へ
の
帰
還
を
成
し
遂
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
は
、「
死
生
簿
」
に
記
さ
れ
る
内
容
が
念
仏
や
持
経
と
い
っ
た
行
為

に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
六
朝
時
代
に
成
立
し
た
『
冥
祥
記
』
や
『
幽
明

録
』
に
も
仏
教
的
要
素
を
含
む
再
生
説
話
は
多
数
存
在
す
る
が
、「
梅
先
」
の

話
の
よ
う
に
、
仏
教
的
な
「
福
業
行
為
」
が
「
死
生
簿
」
に
書
か
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
再
生
す
る
話
は
六
朝
期
に
は
見
ら
れ
ず
、
唐
代
に
な
っ
て
発
生
し

た
新
た
な
要
素
と
い
え
る
。
六
朝
後
期
に
は
、
梁
の
武
帝
の
よ
う
に
仏
教
を

手
厚
く
保
護
す
る
皇
帝
も
現
れ
、
ま
た
庶
民
の
間
で
も
仏
教
に
救
い
を
求
め

る
考
え
が
広
が
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
中
国
の
固
有
信
仰
で
あ

る
泰
山
信
仰
と
仏
教
と
が
融
合
す
る
時
代
で
も
あ
り
、
冥
界
の
主
事
者
が
次

第
に
「
泰
山
府
君
」
か
ら
「
閻
羅
王
」
へ
移
行
す
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
一

方
（
８
）
、
泰
山
に
あ
る
「
死
生
簿
」
が
人
々
の
寿
命
を
管
理
す
る
、
と
い
う

観
念
が
確
立
し
た
環
境
に
お
い
て
、「
死
生
簿
」
の
記
載
内
容
に
よ
ら
ず
、
別

の
根
拠
に
基
づ
い
て
死
者
を
再
生
さ
せ
る
、
と
い
う
発
想
は
、
人
々
か
ら
容

易
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、「
死
生

簿
」
の
記
載
内
容
と
し
て
、
名
前
や
寿
命
だ
け
で
な
く
、
福
業
と
い
う
要
素

も
追
加
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
再
生
説
話
の
中
に
緩
や
か
に
仏
教
的
要
素
を

導
入
す
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
唐
代
に
お
い
て
は

仏
教
を
喧
伝
し
、
教
義
を
分
か
り
や
す
く
民
衆
に
伝
え
る
目
的
で
、
俗
講
が

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
（
９
）
。
生
前
の
罪
状
を
記
し
た
「
諸
罪
簿
」
と
い
う

六
朝
時
代
の
発
想
よ
り
も
、
日
常
生
活
の
中
で
簡
単
に
実
行
で
き
る
念
仏
や

写
経
が
「
死
生
簿
」
に
記
録
さ
れ
、
そ
の
記
録
に
基
づ
い
て
再
生
と
い
う
御

利
益
を
希
求
す
る
発
想
の
方
が
、
民
衆
に
と
っ
て
は
よ
り
親
し
み
や
す
い
と

思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
唐
代
に
入
っ
て
以
降
、「
梅
先
」
の
話
の
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よ
う
に
、
念
仏
な
ど
の
「
福
業
行
為
」
を
「
死
生
簿
」
に
記
す
こ
と
で
、
そ

の
記
述
を
根
拠
に
再
生
す
る
、
と
い
う
話
柄
が
新
た
に
出
現
し
た
と
推
測
で

き
る
。 

 

三
、
日
中
「
死
生
簿
」
に
お
け
る
「
福
業
行
為
」
の
相
違 

 

一
方
、
日
本
の
再
生
説
話
に
お
い
て
は
、「
死
生
簿
」
の
存
在
が
最
古
の
仏

教
説
話
集
と
も
い
え
る
『
日
本
霊
異
記
』
か
ら
既
に
確
認
で
き
る
。
死
者
が

述
べ
た
生
前
の
善
行
と
、「
死
生
簿
」
の
記
録
と
が
一
致
す
る
か
を
照
ら
し
合

わ
せ
る
話
が
、『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
二
十
二
縁
に
見
ら
れ
、
ま
た
同
書
の
下

巻
二
十
三
縁
は
そ
の
類
話
と
目
さ
れ
る
。 

 

⑥
「
重
き
斤
を
も
ち
て
人
の
物
を
取
り
ま
た
法
花
経
を
写
し
て
現
に
善
と
悪

と
の
報
を
得
る
縁
」
（
『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
二
十
二
縁
） 

三
の
僧
蝦
夷
に
問
ひ
て
言
は
く
「
汝
此
の
意
を
知
る
や
い
な
や
」
と
い

ふ
。
答
へ
て
い
は
く
「
知
ら
ず
」
と
い
ふ
。
僧
ま
た
問
ひ
て
言
は
く
「
汝

何
の
善
を
か
作
ふ
」
と
い
ふ
。
答
へ
て
い
は
く
「
我
れ
法
華
経
三
部
を

写
し
奉
る
。
た
だ
し
一
部
の
み
い
ま
だ
供
養
せ
ず
」
と
い
ふ
。
札
を
三

枚
出
す
。
二
枚
は
金
の
札
に
し
て
一
枚
は
鉄
の
札
な
り
。
…
時
に
僧
言

は
く
「
札
を
校
ふ
れ
ば
、
実
に
汝
が
白
す
如
く
な
り
。
…
今
は
忽
に
還

れ
」
と
い
ふ
。 

 

蝦
夷
な
る
者
が
法
華
経
を
写
す
と
い
う
善
行
を
為
し
た
こ
と
を
伝
え
、
そ

れ
が
「
死
生
簿
」
の
記
録
と
一
致
し
た
た
め
、
冥
界
か
ら
生
還
で
き
た
、
と

い
う
話
で
あ
る
。
死
者
自
身
が
述
べ
る
善
行
を
「
死
生
簿
」
の
記
録
と
照
合

さ
せ
る
、
と
い
う
過
程
が
日
中
再
生
説
話
の
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

仏
教
説
話
に
お
け
る
「
死
生
簿
」
の
由
来
に
つ
い
て
、
安
田
真
穂
氏
に
次
の

よ
う
な
見
解
が
見
ら
れ
る
（

１０
）
。 

 

長
尾
氏
の
説
を
容
れ
る
な
ら
ば
、「
閻
羅
王
」
が
人
々
の
運
命
を
記
し
た

「
冥
簿
」
を
管
理
し
て
い
た
と
い
う
考
え
は
、
ど
う
や
ら
イ
ン
ド
仏
教

か
ら
入
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
漢
訳
仏
典
を
作
成
す
る
際
に
、
中
国
独

自
の
冥
界
観
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
五
世
紀

に
既
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
「
泰
山
府
君
」
を
頂
点
と
す
る
官
僚
体
制

と
い
う
冥
界
観
が
、
仏
教
の
布
教
の
為
に
利
用
さ
れ
て
い
く
中
で
、「
冥

簿
」
も
一
つ
の
ア
イ
テ
ム
と
し
て
仏
教
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
き
、

そ
れ
が
仏
典
を
漢
訳
す
る
際
に
、
逆
に
挿
入
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

安
田
氏
に
よ
る
と
、「
死
生
簿
」
は
ど
う
や
ら
中
国
独
自
の
冥
界
観
に
由
来

し
、
そ
れ
が
仏
教
の
喧
伝
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
と
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
中
国
説
話
の
影
響
を
受
け
た
『
日
本
霊
異
記
』
に
お

い
て
、「
死
生
簿
」
の
描
写
が
見
ら
れ
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
「
死
生
簿
」
の
管
理
者
に
注
目
す
る
と
、
『
日
本
霊
異
記
』
下

巻
二
十
二
と
二
十
三
は
少
々
特
殊
で
あ
り
、
閻
羅
王
や
冥
界
の
王
な
ど
で
は

な
く
、
三
人
の
僧
が
保
管
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
登
場
す
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る
三
人
の
僧
は
、「
死
生
簿
」
に
記
載
さ
れ
た
善
行
に
基
づ
い
て
死
者
再
生
の

判
断
を
下
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
決
し
て
冥
界
の
主
事
者
で
は
な
い
。
僧
侶

に
死
者
再
生
の
決
定
権
を
与
え
る
こ
と
で
、
仏
弟
子
の
方
が
冥
界
の
主
事
者

の
力
を
凌
駕
す
る
と
い
う
関
係
性
を
示
唆
し
、
そ
こ
に
は
、
読
み
手
に
仏
教

の
優
位
性
を
強
調
す
る
意
図
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
日

本
霊
異
記
』
中
の
再
生
説
話
に
は
、
簡
易
的
な
裁
判
を
う
け
て
再
生
が
許
さ

れ
る
話
も
多
く
存
在
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
井
上
光
貞
氏
は
以
下
の
よ

う
に
指
摘
し
て
い
る
（

１１
）
。 

 

し
か
し
進
ん
で
冥
報
記
と
霊
異
記
と
を
比
べ
る
と
、
閻
魔
王
が
宮
殿
に

住
み
、
役
人
を
多
く
従
え
、
鬼
卒
を
現
世
に
送
っ
て
死
者
を
連
行
し
て

裁
き
に
か
け
る
な
ど
の
点
は
同
じ
で
も
、
冥
報
記
の
裁
判
は
取
調
べ
が

厳
重
で
文
書
に
よ
る
手
続
も
繁
雑
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
霊
異
記
の
は

そ
こ
が
簡
単
で
、
よ
い
加
減
の
裁
き
を
う
け
て
許
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。

…
こ
れ
は
、
著
者
の
脳
裏
に
、
イ
ン
ド
・
中
国
的
な
地
獄
＝
冥
土
と
記

紀
の
黄
泉
国(

よ
み
の

く

に)

と
が
重
ね
写
真
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
記
紀
の
黄
泉
国
は
他
民
族
の
死
者
の
国
に
比
べ
て
裁
き
を
す
る

冥
官
の
い
な
い
こ
と
が
特
長
的
と
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
観
念
を
以
て

イ
ン
ド
中
国
的
な
地
獄
＝
冥
土
観
が
受
容
さ
れ
る
と
き
、
冥
土
の
裁
き

が
厳
粛
さ
を
欠
く
の
は
し
ぜ
ん
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
先
の
⑥
の
話
で
冥
界
の
主
事
者
が
裁
き
を
下

す
の
で
は
な
く
、
僧
が
「
死
生
簿
」
を
調
べ
て
再
生
を
即
断
し
て
い
る
の
は
、

あ
る
種
厳
粛
さ
を
欠
く
手
続
き
と
も
言
え
よ
う
。
著
者
で
あ
る
景
戒
は
「
死

生
簿
」
と
い
う
要
素
を
取
り
入
れ
る
際
に
、
恐
ら
く
記
紀
の
黄
泉
国
の
観
念

に
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
イ
ン
ド
中
国
的
な
地
獄
＝
冥
土
観
を
受
容
し
た
結

果
、
冥
界
の
主
事
者
で
は
な
く
、
あ
え
て
僧
侶
に
「
死
生
簿
」
の
運
用
権
を

委
ね
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
冥
界
の
主
事
者
が
「
死
生
簿
」
を
管
理
し
、
そ
こ
に
記
載
さ

れ
た
内
容
に
応
じ
て
、
死
者
を
生
還
さ
せ
る
と
い
う
再
生
説
話
は
日
本
に
も

存
在
す
る
。『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
四
第
二
十
九
に
、
罪
業
ば
か
り
を
記
し
た

「
死
生
簿
」
の
話
が
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
当
該
部
分
を
挙
げ
る
こ
と
と
す

る
。 

 

⑦
「
橘
敏
行
、
発
願
従
冥
途
返
語
」
（
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
四
第
二
十
九
） 

政
ノ
人
此
レ
ヲ
聞
キ
、
驚
テ
、「
然
ル
事
ヤ
有
ル
ト
、
速
ニ
帳
ヲ
引
テ
見

ヨ
」
ト
行
ヘ
バ
、
大
ナ
ル
文
ヲ
取
テ
引
テ
見
ル
ヲ
、
敏
行
髴
ニ
見
ル
ニ
、

我
ガ
罪
ヲ
造
シ
事
、
一
事
ヲ
不
落
ズ
注
シ
付
タ
リ
。
其
ノ
中
ニ
功
徳
ノ

事
不
交
ズ
。
其
レ
ニ
、
此
ノ
門
入
ツ
ル
程
ニ
発
シ
ツ
ル
願
ナ
レ
バ
、
奥

ノ
畢
ニ
「
四
巻
経
書
キ
供
養
シ
奉
ラ
ム
」
ト
被
注
レ
ニ
ケ
リ
。
文
引
畢

ツ
ル
程
ニ
此
ノ
事
有
ケ
リ
。
「
奥
ニ
コ
ソ
被
注
タ
レ
」
ト
申
シ
上
レ
バ
、

「
而
ル
ニ
テ
ハ
、
此
ノ
度
ハ
暇
免
シ
給
テ
、
其
ノ
願
ヲ
令
遂
メ
テ
、
何

ニ
モ
可
有
キ
事
也
」
ト
被
定
レ
ヌ
レ
バ
、
前
ノ
軍
、
皆
不
見
エ
ズ
成
ヌ
。 

 

敏
行
の
「
死
生
簿
」
に
は
、
生
前
の
功
徳
が
一
切
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ

と
ご
と
く
罪
業
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
た
だ
冥
界
に
入
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
経
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典
を
供
養
す
る
旨
の
発
願
を
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
、
再
生
が
許

さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
「
福
業
行
為
」
に
基
づ
く
再
生
譚
に
比
べ
て
、
一
層

再
生
条
件
が
緩
和
さ
れ
、
達
成
し
や
す
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
生
前
の

行
為
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
死
後
か
ら
冥
界
で
の
判
決
に
至
る
短
期
間
の
「
福

業
行
為
」
も
「
死
生
簿
」
に
記
録
さ
れ
、
さ
ら
に
は
再
生
判
断
の
根
拠
に
も

な
り
得
る
、
と
い
う
点
が
こ
の
説
話
の
特
徴
と
も
い
え
よ
う
。
ま
と
め
る
と
、

「
死
生
簿
」
に
記
録
さ
れ
た
「
福
業
行
為
」
に
基
づ
き
再
生
を
遂
げ
る
点
は
、

中
国
と
日
本
と
で
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
「
死
生
簿
」
の
管
理
者
や
、
「
福

業
行
為
」
が
実
行
さ
れ
る
時
期
の
描
写
に
つ
い
て
は
相
違
点
も
あ
る
こ
と
が

指
摘
で
き
る
。 

 

四
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
地
蔵
菩
薩
と
「
死
生
簿
」 

 

中
国
に
お
け
る
地
蔵
信
仰
は
概
ね
唐
代
に
発
生
し
（

１２
）
、
一
方
で
日
本
に

地
蔵
の
概
念
が
伝
わ
っ
た
の
は
遅
く
と
も
平
安
初
期
の
八
世
紀
ご
ろ
で
あ
り
、

民
衆
に
一
般
的
に
広
ま
っ
た
の
は
、
お
よ
そ
平
安
中
後
期
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
（

13
）
。
地
蔵
菩
薩
は
再
生
説
話
の
中
で
人
々
を
苦
難
か
ら
救
い
出
す
救

済
者
と
し
て
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
例
え
ば
、
中
国
の
再
生
説
話
「
費
子
玉
」

（
出
『
廣
異
記
』
）
に
お
い
て
、
「
俄
見
一
僧
從
雲
中
下
、
子
玉
前
致
敬
。
子

玉
復
揚
言
、
欲
見
地
藏
菩
薩
。
王
曰
、
「
子
玉
此
是
也
。
」
…
。
因
謂
王
曰
、

「
此
人
一
生
誦
金
剛
經
、
以
算
未
盡
、
宜
遣
之
去
。
」
（
俄
に
一
僧
の
雲
中
よ

り
下
る
を
見
、
子
玉
前
み
敬
を
致
す
。
子
玉
復
た
言
を
揚
げ
て
、
地
蔵
菩
薩

に
見
え
ん
と
欲
す
。
王
曰
く
、
「
子
玉
此
れ
は
是
な
り
。
」
と
。
…
。
因
り
て

王
に
謂
ひ
て
曰
く
、「
此
の
人
一
生
金
剛
経
を
誦
し
、
算
の
未
だ
尽
き
ざ
る
を

以
て
、
宜
し
く
之
を
し
て
去
ら
し
む
べ
し
。
」
と
。
）
と
の
話
が
見
ら
れ
る
。

日
本
に
お
い
て
も
、
特
に
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
七
に
地
蔵
説
話
が
多
数
見

ら
れ
、
地
蔵
信
仰
が
広
く
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
う
し
た

中
、
地
蔵
菩
薩
が
自
ら
「
死
生
簿
」
を
手
に
持
つ
と
い
う
描
写
は
中
国
の
再

生
説
話
に
見
ら
れ
な
い
一
方
、
日
本
の
再
生
説
話
に
お
い
て
は
三
例
看
取
さ

れ
た
。「
福
業
行
為
」
を
再
生
根
拠
と
す
る
話
と
合
わ
せ
て
、
次
に
挙
げ
る
表

二
「
日
本
再
生
説
話
の
『
死
生
簿
』
に
記
さ
れ
る
根
拠
一
覧
」
に
示
し
た
通

り
で
あ
る
。 
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日
本
の
再
生
説
話
に
お
い
て
、
地
蔵
が
所
有
す
る
「
死
生
簿
」
に
は
ど
の

よ
う
な
特
徴
が
あ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
再
生
が
実
現
す
る

の
か
を
確
認
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
七
第
十
八
の
話
の

当
該
箇
所
を
見
る
こ
と
と
す
る
。 

 

⑧
「
備
中
国
僧
阿
清
、
依
地
蔵
助
得
活
語
」
（
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
七
第
十

八
） 

一
人
ノ
小
僧
手
ニ
錫
杖
ヲ
取
リ
、
幷
ニ
一
巻
ノ
文
ヲ
持
テ
、
東
西
ニ
走

リ
行
ク
。
諍
フ
事
有
ル
気
色
也
。
…
童
子
、
答
テ
云
ク
「
汝
ヂ
、
不
知

ズ
ヤ
。
此
レ
ハ
地
蔵
菩
薩
ニ
在
マ
ス
」
ト
。
…
（
小
僧
）
阿
清
ヲ
官
人

ノ
前
ニ
将
至
テ
、
訴
テ
宣
ハ
ク
、「
…
然
レ
バ
、
速
ニ
可
放
免
キ
也
。
…
。
」

ト
。 

 

地
蔵
菩
薩
が
冥
界
に
お
い
て
、
小
僧
の
姿
に
身
を
や
つ
し
て
手
に
一
巻
の

文
書
を
持
ち
、
人
々
の
た
め
に
訴
え
つ
つ
東
奔
西
走
す
る
様
子
が
見
て
取
れ

る
。
ま
た
、
地
蔵
菩
薩
は
一
般
的
に
「
左
手
に
宝
珠
、
右
手
に
錫
杖
、
僧
衣

を
着
け
た
姿
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
」（
14
）

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
用
例

⑧
で
地
蔵
菩
薩
が
手
に
し
て
い
る
文
書
に
関
し
て
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
『
今
昔
物
語
集
』
の
語
注
に
、「
亡
者
、
つ
ま
り
阿
清
の
生
前
の
行
状
を

記
し
た
巻
物
。
地
蔵
が
亡
者
の
赦
免
を
訴
願
す
る
証
拠
の
文
書
。
」（
１５
）

と
記

さ
れ
て
い
る
。『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
七
に
は
、
地
蔵
菩
薩
が
手
に
錫
杖
や
文

書
を
持
っ
て
奔
走
し
、
生
前
の
福
業
を
冥
界
に
訴
え
て
死
者
の
罪
を
取
り
除

き
再
生
さ
せ
る
、
と
い
う
話
型
が
三
十
二
例
と
多
く
見
ら
れ
る
。
地
蔵
菩
薩

再生根拠 出典 関連箇所

『日本霊異記』下巻二十二縁
答へていはく「我れ法華経三部を写し奉る。…（三の僧）札を三
枚出す。…時に僧言はく「札を校ふれば、実に汝が白す如くな
り。…」

『日本霊異記』下巻二十三縁 （三の僧）三の鉄の札を出して、校ふれば白すが如し。

『今昔物語集』巻十三第六縁

王帳ヲ曳テ札ヲ勘ヘテ、「汝ヂ罪業重キニ依テ地獄ニ可遣シト
云へドモ、此ノ度ハ罪ヲ免シテ速ニ本国ニ可返遣シ。其ノ故
ハ、汝ヂ年来誠ノ心ヲ発シテ、法花ノ持者ヲ供養ス。其功徳無
限キニ依テ也。」

『今昔物語集』巻十四第二十九縁

政ノ人此レヲ聞キ、驚テ、「然ル事ヤ有ルト、速ニ帳ヲ引テ見ヨ」
ト行ヘバ、大ナル文ヲ取テ引テ見ルヲ、敏行髴ニ見ルニ、我ガ
罪ヲ造シ事、一事ヲ不落ズ注シ付タリ。其ノ中ニ功徳ノ事不交
ズ。其レニ、此ノ門入ツル程ニ発シツル願ナレバ、奥ノ畢ニ「四
巻経書キ供養シ奉ラム」ト被注レニケリ。

『今昔物語集』巻十四第三十語
（『日本霊異記』下巻二十三縁と
同話）

三ノ鉄ノ口ヲ出シテ勘フルニ、忍勝ガ申ス所ノ如シ。

『宇治拾遺物語』巻八ノ四（『今昔
物語集』巻十四第二十九語と同
話）

「…丁を引て見よ」といへば、又人、大なる文を取出て、…。

『今昔物語集』巻十七第十八語
一人ノ小僧手ニ錫杖ヲ取リ、幷ニ一巻ノ文ヲ持テ、東西ニ走リ
行ク。諍フ事有ル気色也。…「此レハ地蔵菩薩ニ在マス」ト。

『今昔物語集』巻十七第二十一語
一人ノ小僧有り。形チ端厳ニシテ、手ニ一巻ノ文ヲ持テ、東西
ニ走リ廻テ諍フ事有ル気色也。…「此ノ小僧ハ此レ、地蔵菩薩
ニ在マス」ト。

『今昔物語集』巻十七第二十九語
一人ノ小僧有り。其ノ形チ端厳也。左ノ手ニ錫杖ヲ取リ、右ノ手
ニ一巻ノ書ヲ持テ、東西ニ往反シテ、罪人ノ事ヲ定ム。其ノ庭ノ
人皆此ノ小僧ヲ見テ、「地蔵菩薩来リ給ヘリ」ト云フ。

福業行為

地蔵の救済弁護

表二　日本再生説話の「死生簿」に記される根拠一覧（執筆者作成）
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の
手
に
「
死
生
簿
」
を
持
た
せ
る
こ
と
で
死
者
の
救
済
や
再
生
を
実
現
さ
せ
、

地
蔵
の
慈
悲
深
い
印
象
を
民
衆
の
心
に
深
く
刻
も
う
と
し
て
い
る
と
も
い
え

よ
う
。 

 

で
は
、
そ
も
そ
も
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
い
て
地
蔵
菩
薩
と
「
死
生
簿
」

が
な
ぜ
結
び
付
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
井
上
光
貞
氏
は
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
（

１６
）

。 

 

今
昔
地
蔵
説
話
に
は
、
地
蔵
菩
薩
が
衆
生
済
度
の
た
め
小
僧
の
姿
で
夢

や
現
つ
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
思
想
が
広
く
み
ら
れ
る
。
…
こ
の
種
の

説
話
は
、
冥
土
で
の
閻
魔
王
の
裁
判
や
六
道
輪
廻
を
強
調
す
る
点
で
霊

異
記
―
法
華
験
記
の
線
上
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
法
華
験
記

の
場
合
に
は
冥
官
自
身
が
持
経
者
の
生
前
の
修
行
、
親
族
の
追
善
供
養

な
ど
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
を
解
き
蘇
生
せ
し
め
る
の
が
普
通
で
あ

る
に
反
し
、
こ
こ
で
は
地
蔵
菩
薩
が
地
獄
に
救
済
者
と
し
て
た
ち
あ
ら

わ
れ
、
弁
護
人
と
し
て
訴
え
て
く
れ
る
と
い
う
点
が
全
く
違
っ
て
お
り
、

そ
の
点
に
地
蔵
信
仰
の
特
色
が
あ
る
。 

 

弁
護
人
と
し
て
の
地
蔵
菩
薩
を
印
象
づ
け
る
上
で
、
弁
護
の
根
拠
資
料
と

な
る
「
死
生
簿
」
の
存
在
が
有
効
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
福
業
行

為
」
の
内
容
を
逐
一
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
淡
々
と
死
者
の
救

済
を
語
る
姿
が
、
民
衆
に
安
心
感
を
与
え
、
地
蔵
の
本
願
へ
の
帰
依
心
を
強

く
さ
せ
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
平
安
後
期
に
お
い
て
地
蔵
説
話
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
末
法

思
想
が
広
く
行
き
渡
っ
た
こ
と
と
も
深
く
関
連
す
る
（

１７
）
。
末
法
思
想
を
鼓

吹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
が
末
法
思
想
に
不
安
を
抱
き
、
衆
生
の
救
済

を
旨
と
す
る
地
蔵
へ
の
帰
依
心
が
次
第
に
広
が
る
こ
と
と
な
る
。
特
に
庶
民

層
に
お
け
る
信
仰
が
厚
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
井
上
光
貞
氏
は
次
の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
（

18
）
。 

 

こ
の
よ
う
に
地
蔵
信
仰
が
と
り
わ
け
下
層
の
身
分
に
厚
い
こ
と
は
地
蔵

信
仰
の
内
容
か
ら
み
て
は
な
は
だ
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

地
獄
は
必
定
と
い
う
観
念
は
、
造
寺
・
造
塔
の
功
徳
を
い
く
ら
で
も
積

む
こ
と
の
で
き
る
貴
族
階
級
で
は
な
く
て
、
い
か
な
る
功
徳
を
も
積
む

こ
と
の
で
き
な
い
下
層
の
人
々
に
こ
そ
よ
り
、
、
適
合
的
で
あ
る
。
特
に
末

法
観
の
広
く
地
方
に
も
い
き
わ
た
る
時
代
に
な
る
と
人
々
は
造
寺
・
造

塔
の
功
徳
を
少
し
で
も
積
ん
で
来
世
に
幸
福
を
も
と
め
た
が
、
そ
れ
の

で
き
な
い
こ
れ
ら
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
地
獄
で
の
救
済
者
と
し
て
の

地
蔵
が
特
に
み
ぢ
か
に
と
考
え
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

  
庶
民
ま
で
親
し
く
平
等
に
愛
し
、
い
か
な
る
苦
難
か
ら
も
救
済
を
可
能
に

す
る
地
蔵
の
存
在
が
、
広
い
支
持
を
獲
得
し
た
要
因
が
こ
こ
か
ら
窺
え
る
。

そ
し
て
、
冥
界
の
主
事
者
に
代
わ
っ
て
死
者
を
再
生
へ
と
導
く
力
が
地
蔵
菩

薩
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
の
象
徴
と
し
て
、
地
蔵
菩
薩
に
「
死
生
簿
」
を
所

持
さ
せ
、
人
々
の
た
め
に
奔
走
す
る
姿
が
描
写
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。 
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お
わ
り
に 

  

以
上
、
日
中
再
生
説
話
に
お
け
る
「
死
生
簿
」
と
再
生
と
の
関
連
性
に
つ

い
て
比
較
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
中
国
に
お
い
て
は
早
期
に
「
泰
山
信
仰
」

と
連
動
す
る
形
で
「
死
生
簿
」
と
い
う
概
念
が
発
生
し
、
六
朝
時
代
の
再
生

説
話
に
多
く
取
り
込
ま
れ
た
様
子
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
唐
代
に
入
る
と
、

「
死
生
簿
」
の
記
載
内
容
を
再
生
根
拠
に
す
る
と
い
う
六
朝
時
代
の
発
想
を

継
承
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
さ
ら
に
仏
教
的
要
素
が
追
加
さ
れ
、
「
福
業
行
為
」

と
い
う
新
た
な
再
生
根
拠
が
生
み
出
さ
れ
た
。
一
方
、
中
国
の
仏
教
的
要
素

を
内
包
し
た
「
死
生
簿
」
は
、
日
本
の
再
生
説
話
の
中
に
も
流
入
し
、「
死
生

簿
」
に
記
さ
れ
た
「
福
業
行
為
」
に
基
づ
き
死
者
再
生
の
判
断
を
下
す
話
が

『
日
本
霊
異
記
』
に
見
ら
れ
る
も
の
の
、
記
紀
の
冥
界
観
の
影
響
を
受
け
て
、

「
死
生
簿
」
の
所
有
者
が
閻
羅
王
や
冥
界
の
主
か
ら
僧
侶
に
変
わ
る
と
い
う

相
違
点
が
見
出
せ
た
。
さ
ら
に
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
七
に
多
く
見
ら
れ
る

地
蔵
菩
薩
説
話
と
「
死
生
簿
」
と
の
関
連
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
平
安

後
期
の
地
蔵
信
仰
を
背
景
と
す
る
救
済
弁
護
型
説
話
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
、

中
国
に
は
見
ら
れ
な
い
日
本
独
自
の
「
死
生
簿
」
の
描
か
れ
方
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
日
中
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
背
景
に
応
じ
て
、「
死
生
簿
」
に
与
え
ら
れ

る
役
割
が
変
化
し
、
そ
の
こ
と
が
日
中
再
生
説
話
の
展
開
に
対
し
て
少
な
か

ら
ざ
る
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 

 <

注>
 

 

（
1
）
澤
田
瑞
穂
『
地
獄
変
』
（
平
河
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
、
澤
田
瑞
穂
『
中
国

の
民
間
信
仰
』
（
工
作
舎
、
一
九
八
二
年
）
、
角
谷
聰
「
延
寿
説
話
小
考
―
録

命
簿
な
ら
び
に
管
輅
故
事
を
手
が
か
り
と
し
て
ー
」
（
『
中
国
古
典
テ
ク
ス
ト

と
の
対
話
』
研
文
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
、
安
田
真
穂
「
中
国
古
小
説
に
お
け

る
「
冥
簿
」
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
古
典
テ
ク
ス
ト
と
の
対
話
』
研
文
出
版
、

二
〇
一
五
年
）
な
ど
。 

（
2
）
テ
キ
ス
ト
は
、
『
太
平
広
記
』
（
中
華
書
局
、
一
九
六
一
年
）
を
用
い
、
巻
三

百
七
十
五
「
再
生
一
」
～
巻
三
百
八
十
六
「
再
生
十
二
」
を
中
心
に
、
他
の

部
か
ら
も
適
宜
追
補
を
行
っ
た
。
六
朝
・
唐
の
古
小
説
に
つ
い
て
は
、
『
拾
遺

記
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）
、
『
博
物
志
校
証
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八

〇
年
）
、
『
古
小
説
鉤
沈
』
（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
五
一
年
）
、
『
新
輯
捜
神

記 

新
輯
捜
神
後
記
』
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）
、
『
冥
報
記 

広
異
記
』

（
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
）
、
『
独
異
志 

宣
室
志
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八

三
年
）
、
『
玄
怪
録 

続
玄
怪
録
』
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）
、
『
隋
唐
嘉
話 

朝
野
僉
載
』
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
）
、
『
酉
陽
雑
俎
』
（
中
華
書
局
、
一

九
八
一
年
）
、
『
裴
鉶
伝
奇
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、 

一
九
八
〇
年
）
、
『
稽
神

録 

括
異
志
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九
六
年
）
、
『
纂
異
記 

甘
沢
謡
』
（
上
海

古
籍
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
、
『
博
異
志 

集
異
記
』
（
中
華
書
局
、 

一
九

八
〇
年
）
に
基
づ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
ま
た
、
『
日
本
霊
異
記
』
、
『
今
昔
物

語
集
』
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
、
岩
波
書
店
の
新
日
本
文
学
大
系
を
用
い
る
。 

（
3
）「
死
生
簿
」
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
再
生
と
の
関
わ
り
が
な
い

説
話
と
し
て
は
、
「
王
璹
」
（
『
太
平
廣
記
』
卷
三
百
八
十
、
出
『
冥
報
記
』
）

に
、
「
行
質
捉
其
兩
手
、
謂
璹
曰
、
『
吾
被
官
責
問
功
德
簿
。
吾
平
生
無
、
受

此
困
苦
。
加
之
飢
渴
寒
苦
不
可
說
。
君
可
努
力
至
我
家
、
急
語
令
作
功
德
也
。
』
」

と
あ
り
、
ま
た
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
三
第
三
十
五
に
「
或
ハ
文
案
ニ
向
ヒ

札
ヲ
勘
ヘ
テ
、
罪
人
ノ
善
悪
ヲ
注
ス
。
」
と
記
さ
れ
る
な
ど
、
い
ず
れ
も
「
死

生
簿
」
と
再
生
人
物
と
の
間
に
関
係
性
が
見
当
た
ら
な
い
。 

（
4
）
澤
田
瑞
穂
『
地
獄
変
』
「
二 

冥
府
と
そ
の
神
々
」
三
八
頁
（
注
一
前
掲
書
）

に
、「
た
だ
そ
の
前
提
に
な
る
も
の
と
し
て
、
泰
山
の
神
が
人
間
の
魂
を
召
す

と
か
、
人
間
の
寿
命
の
長
短
を
知
る
と
か
、
は
て
は
山
上
に
は
年
寿
の
長
短

を
記
し
た
帳
簿
が
保
管
せ
ら
れ
て
い
る
と
か
の
俗
説
が
、
す
で
に
後
漢
時
代

に
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
後
漢
・
王
劭
『
風
俗
通
』
巻
二

に
「
俗
説
に
、
岱
宗
の
上
に
金
篋
玉
策
あ
り
、
よ
く
人
の
年
寿
の
修
短
を
知

る
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
あ
る
。 

（
5
）
富
永
一
登
『
中
国
古
小
説
の
展
開
』「
第
三
章 

六
朝
志
怪
考
論
」
一
五
三
頁
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（
研
文
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
に
、
「
「
鬼
」
の
世
界
で
あ
る
冥
界
が
人
間
の

寿
命
を
司
る
と
い
う
意
識
は
、
漢
か
ら
六
朝
に
か
け
て
一
般
化
し
て
い
た
よ

う
で
、
…
中
略
…
「
鬼
信
」
「
鬼
禄
」
と
い
う
言
葉
が
、
死
の
通
知
書
・
過
去

帳
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

（
6
）
角
谷
聰
「
延
寿
説
話
小
考
―
録
命
簿
な
ら
び
に
管
輅
故
事
を
手
が
か
り
と
し

て
ー
」
（
注
一
前
掲
論
文
）
に
、
「
こ
こ
で
老
人
が
行
っ
て
い
る
「
点
挍
」
と

は
、
帳
簿
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
確
認
し
、
印
を
つ
け
る
作
業
を
指
す
。
即
ち
、

本
文
中
に
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
帳
簿
に
は
死
者
の
氏
名
が

記
載
さ
れ
て
お
り
、
陳
良
の
名
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
た
め
、
現
世
に
送
り

返
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
あ
る
が
、
陳
良
の
名
が
「
死
生
簿
」
に

記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
文
章
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、「
４ 

不
明
」

に
分
類
し
た
。 

（
7
）
澤
田
瑞
穂
『
中
国
の
民
間
信
仰
』
第
四
章
「
神
子
誕
生
・
借
寿
考
」
三
一
九

―
三
二
〇
（
注
一
前
掲
書
）
参
照
。 

（
8
）
前
野
直
彬
『
中
国
小
説
史
考
』
Ⅱ
「
六
朝
・
唐
・
宋
の
小
説
」
第
二
章
「
冥

界
遊
行
」
一
四
二
頁
（
秋
山
書
店
、
一
九
七
五
年
）
参
照
。 

（
9
）
前
野
直
彬
『
中
国
文
学
史
』
第
四
章
「
隋
・
唐
」
九
一
頁
（
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
七
五
年
）
参
照
。 

（
10
）
安
田
真
穂
「
中
国
古
小
説
に
お
け
る
「
冥
簿
」
に
つ
い
て
」
二
三
二
頁
（
注

一
前
掲
論
文
）
引
用
。 

（
11
）
井
上
光
貞
『
日
本
古
代
の
国
家
と
仏
教
』
中
編
第
二
章
「
説
話
集
か
ら
み
た

平
安
朝
の
民
間
仏
教
」
二
〇
一
―
二
〇
二
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）

参
照
。 

（
12
）
清
水
邦
彦
「
日
・
中
地
蔵
信
仰
比
較
研
究
試
論
―
地
蔵
説
話
に
み
ら
れ
る
冥

府
・
地
獄
―
」
四
八
頁
（
『
比
較
民
俗
研
究
』
七
号
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。 

（
13
）
吉
田
俊
介
「
日
本
古
代
・
中
世
に
お
け
る
地
蔵
信
仰
の
展
開
」
一
四
九
―
一

五
〇
頁
（
『
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
三
九
号
、
二
〇
一
七
年
）

参
照
。 

（
14
）
『
国
史
大
辞
典
』
６
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）
引
用
。 

（
15
）
馬
淵
和
夫 

国
東
文
麿 

稲
垣
泰
一
校
注･

訳
『
今
昔
物
語
集
②
』
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
引
用
。 

（
16
）
注
十
一
前
掲
書
二
二
二
頁
参
照
。 

（
17
）
注
十
二
前
掲
論
文
五
七
頁
参
照
。 

（
18
）
注
十
一
前
掲
書
二
二
六
―
二
二
七
頁
参
照
。 

 

主
指
導
教
員
（
鈴
木
恵
教
授
）
、
副
指
導
教
員
（
角
谷
聰
准
教
授
・
磯
貝
淳
一
准
教
授
） 


